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「加入意思確認書」同封重要事項のご説明　MGI

団体総合生活補償保険（MS&AD型）
重要事項のご説明［契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明］

本保険は、カード会社が保険契約者となり、会員の皆さまをご加入者とする団体契約です。
のご説明

保険契約者

⑴　団体総合生活補償保険は、普通保険約款と具体的な補償内容を規定した傷害（ケガといいます）、疾病（病気といいます）の各基本特約との
組み合わせにより、保険期間中に被保険者がケガを被った場合や、病気により入院したり手術を受けられた場合等に保険金をお支払いする保険
です。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。

⑵　被保険者の範囲
　被保険者の範囲は、「ご本人」のみとなります。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。

①ケガに関する補償
※1 既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額

をお支払いします。
※2「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

②疾病に関する補償
※「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

すべ

補償の種類 補償の概要
ケガに関する補償 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払いします。

疾病に関する補償 被保険者が病気になり、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受けた場合に
保険金をお支払いします。

保険金の種類 対象となるご契約 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
傷害後遺障害保険金 加入者証に傷害死

亡・後遺障害保険金
額が記載され、か
つ、傷害後遺障害保
険金を補償する旨が
記載された場合

事故によるケガのため、事故の発生の日からその
日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生
した場合

傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定

※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・
後遺障害保険金額が限度となります。

傷害入院保険金 加入者証に傷害入院
保険金日額が記載さ
れた場合

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日か
らその日を含めて保険金支払対象期間（注1）に入
院された場合

傷害入院保険金日額×入院日数

※ 事故の発生の日からその日を含めて保
険金支払対象期間（注1）内の入院が対
象となります。

傷害手術保険金 加入者証に傷害入院
保険金日額が記載さ
れ、かつ傷害手術保
険金を補償する旨記
載された場合

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日か
らその日を含めて傷害手術保険金支払対象期間内
（注2）に手術（注3）を受けられた場合

1回の手術について次の額をお支払いし
ます。（注4）
ア．入院中に受けた手術
　傷害入院保険金日額×10
イ．上記ア．以外の手術
　傷害入院保険金日額× 5
※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療
のために入院している間をいいます。

保険金の種類 対象となるご契約 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
疾病入院保険金 加入者証に疾病入院

保険金日額が記載さ
れた場合

病気を発病し、その病気の治療を目的として入院
を開始した日からその日を含めて保険金支払対象
期間（注1）に入院された場合 

疾病入院保険金日額×入院日数

※ 入院を開始した日からその日を含めて
保険金支払対象期間（注1）内の入院が
対象となります。

疾病手術保険金 加入者証に疾病入院
保険金日額が記載さ
れ、かつ疾病手術保
険金を補償する旨記
載された場合

病気を発病し、次のいずれかに該当する場合
ア ．疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保
険者が疾病手術保険金支払対象期間（注2）内に
病院または診療所において、その病気の治療を
直接の目的として手術（注3）を受けられたとき
イ ．上記ア．以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、病気の治療を目的
として手術（注3）を受けられた場合

1回の手術について次の額をお支払いし
ます。（注4）
ア．入院中に受けた手術
　疾病入院保険金日額×10
イ．上記ア．以外の手術
　疾病入院保険金日額× 5
※ 入院中とは、病気の治療のために入院
している間をいいます。

疾病放射線治療保険
金

加入者証に疾病入院
保険金日額が記載さ
れ、かつ疾病手術保
険金を補償する旨記
載された場合

病気を発病し、次のいずれかに該当する場合
ア ．疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保
険者が疾病放射線治療保険金支払対象期間（注
5）内に病院または診療所において、その病気の
治療を直接の目的として放射線治療（注6）を受
けられた場合
イ ．上記ア．以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、病気の治療を目的
として放射線治療（注6）を受けられた場合

1回の放射線治療について次の額をお支
払いします。（注7）
疾病入院保険金日額×10
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(注1） 支払対象期間とは、傷害・疾病入院保険金をお支払いする対象の期間として加入者証に記載された期間（180日）をいい、この期間の
入院についてのみ保険金をお支払いします。

(注2） 傷害・疾病手術保険金支払対象期間とは、事故の発生の日（または入院を開始した日）からその日を含めて「傷害・疾病入院保険金の
免責期間（0日）と支払対象期間（180日）の合計日数」に達するまでの期間をいいます。

(注3）手術とは、次の診療行為をいいます。
　　　①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。

・創傷処理　・皮膚切開術　・デブリードマン　・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術　・抜
歯手術または歯、歯肉の処理に伴う手術その他歯科診療固有の診療行為
・美容整形上の手術　・病気を直接の原因としない不妊手術　・診断、検査（生検、腹腔鏡検査等）のための手術　・吸引および穿
刺などの処置　・神経ブロック　・抜釘術　・屈折異常に対する手術

　　　②先進医療（＊1）に該当する診療行為（＊2）
(＊1）手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適

合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。
(＊2）治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります（診断、検

査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与（全身、局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除き
ます)。

(注4）手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
・保険金お支払いの対象となる手術を、同一の日に複数回数受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお同
一の日にア．イ．の両方に該当する手術を受けた場合は、ア．の手術1回受けたものとします。
・1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算出される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日につ
いてのみ手術を受けたものとします。
・1連の治療過程で、複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合
は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるとき
は、保険金をお支払いしません。
〔手術保険金お支払例〕

(注5）疾病放射線治療保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間（0日）と支払対象期間
（180日）の合計日数」に達する期間をいいます。

(注6）放射線治療とは、次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において放射線治療の対象となる診療行為。ただし、放射線の照射を行うものについては、その総量が50グレイ以
上となる場合に限ります。
②先進医療（＊）に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(＊）放射線治療を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基

準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。
(注7）放射線治療を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。

・保険金お支払いの対象となる放射線治療を同一の日に複数回受けた場合、1回の放射線治療に対してのみ保険金をお支払いします。
・保険金お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、2回目以降の放射線治療が保険金をお支払いする放射線治療を受けた
日からその日を含めて60日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。

被保険者が被った精神障害を原因として発病した病気
被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、異常分娩または産じょく期の異常を含みません。
治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻酔、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用

、 等

・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失

・被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
　ａ．法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
　ｂ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
　ｃ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運

転している間

超音波骨折治療法を3回受けた場合
◯手術 ×手術 ◯手術 ・10月10日の手術は、10月1日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。
▼ ▼ ▼ ・10月25日の手術は、10月1日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。

10月1日 10月10日 10月25日
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保険契約者または被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあり
ます。この場合、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。

下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
⑴　保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させた場合
⑵　保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
⑶　被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
⑷　複数の保険契約に加入されることで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合　など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。

タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
他保険加入状況等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

告知事項について、ご加入者または被保険者の故意または重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が
事実と異なっている場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります（下記③に該当した場合は、ご
契約を解除させていただくことがあります）。ご加入に際して、今一度お確かめください。

被保険者が死亡された

①被保険者の生年月日、年令
②健康状態告知（注1）
③同じ被保険者について身体のケガや疾病に対して保険金が支払われる他の保険契約等（注2）の有無

団体総合生活補償

0120-101060
・おかけ間違いにご注意ください。 
・携帯電話・PHSからもご利用い
ただけます。
・音声案内に従ってご用件の番
号をプッシュしてください。

※ご加入の団体名をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご
用意ください。

※一部のご用件は営業店等からのご対応となります（下記のご注意いただきたい
事項をご覧ください）。

※カスタマーセンターでは聞き間違い等によりお客さまにご迷惑をおかけしないよう
内容確認のため、通話録音させていただきます。あらかじめご了承ください。

ご用件 受付時間 ご注意いただきたい事項

お問合わせ、
ご相談・苦情

  

 
平日：AM9:00～PM5:00
（土・日・祝日および
年末年始を除きます）

●実際の事故の保険金お支払可
否に関するお問合わせ等につ
きましては、あんしん24受付
センター等でのお手続き・ご対
応となります。

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争
解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を
締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一
般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター

※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

保険料は、保険金額（ご契約金額）、保険期間（ご契約期間）、年令等により決まります。詳細は保険契約者（カード会社）までお問合わせくださ
い。また、お客さまのご契約の保険料については「お申込み内容確認書」をご確認ください。

保険契約者団体総合生活補償

保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合は、この保険契約は
無効となります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。

健康状態告知の質問については、必ず被保険者ご自身および、その配偶者が回答内容が事実に相違ないことをご確認のうえ、ご回答
ください。なお、ご回答いただいた内容により、ご加入をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
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引受保険会社が経営破綻した場合等、業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり
金額が削減されたりする場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金
等については次のとおりとなります。

（注）破綻後 3か月以内に発生した保険事故にかかる保険金は 100％まで補償されます。
※上記以外の保険金、解約返れい金等の補償割合については、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。

の特約により、保険金お支払いの対象となります。

保険契約者

補償内容

補償割合

傷害に関する補償
解約返れい金

80％
保険金支払い
80％（注）

疾病に関する補償
解約返れい金

90％
保険金支払い

90％

　第2回目以降の分割保険料は、毎月カード会社が定めた日にカード決済により払い込みください。なお、カード会社所定の払込期日までに払い
込みがない場合は、保険金をお支払いできない場合があります。

【告知可能な方】被保険者ご本人としますが、以下に掲げる方を代理告知者とすることができます。
　　・カード会員の配偶者を被保険者ご本人とする契約についてはカード会員が、また、カード会員を被保険者ご本人とする契約については、

カード会員の配偶者が被保険者ご本人に代わって告知を行うことができます。
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4 .  ご契約内容および事故報告内容の確認について
　損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実なお支払いを確
保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係るご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険
協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、ご契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
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の方

⑥保険
保険

保険

から④

保険

保険

保険

③　保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会勢力に該当する場合
④

⑤

⑥

３．

２．税法上の取扱い（平成25年6月現在）
払い込みいただいた保険料のうち、所定の金額については、税法上の生命保険料控除（注）の対象となります。
※上記「税法上の取扱い」は今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
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⑤保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録され損害保険会社等の間で共同利用する場合

６．自動継続契約について
　本商品の保険期間は1年です。お客さまの加入期間については、ご加入後に送付される加入者証にてご確認ください。次年度以降につきましては、お客
さまから加入内容の変更または継続しない旨お申し出がない場合もしくは保険契約者であるカード会社からお客さまへ書面での通知がない限り加入者証記載
の年令まで毎年自動継続いたします。（自動継続の保険期間は1年間です。）なお、保険料は継続日現在の保険料率によって計算されます（料率改定等によ
り、保険料が変更となる場合があります）。ただし、保険金請求事故が多発したご契約については、継続を中止させていただくことがあります。

年令
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